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平成18年６月橋本市議会定例会会議録（第３号）の５ 

平成18年６月13日（火） 

                                           

         

○議長（上田順康君）順番13、13番 松浦君。 

〔13番（松浦健次君）登壇〕 

○13番（松浦健次君）私は、次の五つの点に

つき質問いたします。 

 １、職員の意識改革について、２、一部事

務組合で運営する母子生活支援施設わかくさ

の建て替え計画の推移について、３、広域ご

み焼却場の建設について、４、ごみ行政につ

いて、５、なれ合い政治、事なかれ主義、場

当たり先送り政治を排除するための一方策に

ついて、以上の五つの点について伺います。 

 まず第１に、職員の意識改革について伺い

ます。 

 過日、本市の福祉課職員が詐欺容疑で逮

捕・起訴され、これに関連して、市役所その

他の庁舎が大捜索を受けて、押収された書類

等の資料は段ボール200箱にも及ぶと言われ

ております。 

 かかる事態は、市役所の業務に対する市民

の信頼を失墜させるとともに、橋本市の内外

に対する威信を汚す大失態であります。 

 私は、今回の事件の原因は、市職員の規律

の緩み、及び職責に対する自覚の欠如にある

と考えますが、市当局は、この不祥事の原因

はどこにあると認識しているのかを伺います。 

 また、関係者の処分、その内容及び橋本市

がこうむった損害を含め、事実関係の説明を

求めます。 

 さらに、再発防止に向けて、いかなる対策

を用意しているのかを伺います。 

 第２に、一部事務組合で運営する母子生活

支援施設わかくさの建て替え計画の推移につ

いて説明を求めます。 

 第３に、広域ごみ焼却場の建設について伺

います。 

 まず、環境調査は十分行われているのか。

どのようになっているのかを伺います。 

 次に、21年４月稼動予定の新焼却場の炉の

規模は、その時点で搬入されるごみの量を前

提として決定されるべきですが、生ごみの堆

肥化、ごみの分別等も進むため、可燃ごみの

総搬入量は現在よりも減少すると予想できま

す。 

 そこで、新焼却場が稼動する時点で、ごみ

の総搬入量をどのように予想しておられるの

か、また、その量に対応した適正な炉の規模

をいかに考えているのかを伺います。 

 第４に、ごみ行政について伺います。 

 ごみの量はピーク時、たしか平成13年度と

記憶しておりますが、ピーク時からどれほど

減量できたのか。量とそれによって削減され

た経費の額がいかほどか。旧橋本市、旧高野

口町それぞれについて説明願います。 

 第５に、なれ合い政治と事なかれ主義、場

当たり先送り政治をなくするための一方策に

ついて提案いたします。 

 これまで議会において、市当局が答弁した

事項が誠実に執行されたか否かについて適切

に検証されず、言いっばなし、聞きっぱなし

となることも少なくありませんでした。その

ため、その場しのぎの先送りの無責任な答弁

がされる場合もありました。 

 このような弊害をなくするために、議会で

答弁した事項が執行されたか否かを、１年後

の議会開会の１週間前に議会に対して報告す

ることを提案いたします。 

 例えば、１年前の議会で実施すると答弁し

た事項について、実現できたか否か、実現で
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きなかったとすれば、その理由は何か、合理

的理由がないとすれば、その結果に対し、だ

れがどのような責任をとるのか、文書で議会

に報告していただきたい。 

 善処すると答弁した場合にも、どのように

善処したのか。前向きに検討すると答弁され

た場合にも、どのように前向きに答弁して、

どういう理由で、現在どういう結果となって

いるかを報告していただきたいと思います。 

 これにより、市当局と議会との間に緊張関

係の上に立った信頼関係が実現し、市政は飛

躍的に充実、活性化すると考えます。 

 この提案は、昨年の12月議会では採用され

るに至りませんでしたが、市民からの反響及

び事柄の重大性に鑑み、再度提案いたします。

木下市長の政治的英断を求めます。 

 以上により、私の１回目の質問を終わりま

す。 

○議長（上田順康君）この際、13番 松浦君

の一般質問に対する答弁を保留して、午後１

時まで休憩いたします。 

（午前11時48分 休憩） 

                     

（午後１時１分 再開） 

○議長（上田順康君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。13番 松

浦君の一般質問に対する答弁を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）13番 松浦議員の質問

にお答えをしたいと思います。 

 まず、議会答弁の経過措置の件についてで

ございますが、昨年の12月議会で答弁させて

いただき、再度申し上げることになりますが、

市政の最高決議機関である議会において、市

民の代表である議員諸氏に対する答弁におい

ては、当然のことながらも、真摯に対応して

いるところでございます。 

 また、市政の審議機関である議会と執行機

関である市当局との間での議論のあり方につ

いては一定のルールが必要でございますし、

現在まで、諸先輩方が議論を積み上げ、つく

り上げてきた結果が現在の方法であります。 

 しかし、議員ご指摘の点につきましては、

今回の合併を契機に、議会対応への新しいあ

り方として、県議会における一般質問の措置

状況という文書による整理をされているもの

を参考にいたしまして、今議会中に、議会に

対し文書でもって検討を申し入れたいと考え

ておりますので、ご理解のほどよろしくお願

いをいたします。 

 なお、残余の件につきましては担当参与よ

りお答えをいたします。 

○議長（上田順康君）助役。 

〔助役（清原雅代君）登壇〕 

○助役（清原雅代君）次に、福祉課職員が起

こしました事件のご質問でございますが、関

係者の処分につきましては、平成18年３月31

日付けで、元福祉課職員が大阪地方検察庁に

より起訴されました。４月28日には第１回公

判が開始され、６月13日には第２回の公判が

予定されております。 

 市といたしましても、裁判の経緯も十分注

意を払ってまいりたいと考えていますが、で

きるだけ早期に関係者の処分は実施したいと

も考えております。 

 次に、橋本市が被った損害を含む事実関係

でございますが、一つは生活保護支援システ

ムの架空リース詐欺事件で、元福祉課職員は、

平成18年２月23日、大阪地方検察庁に逮捕さ

れ、３月15日に有印公文書偽造、同行使、並

びに詐欺で起訴されました。福祉事務所が生

活保護の支援システムを購入した事実はない

のに、福祉事務所がシステムを共同リース株

式会社に売却し、その後、共同リースが橋本
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市との間でリース契約を結んでリース料を取

得できるかのように偽って、その売却代金を

搾取したものです。 

 生活保護費につきましては、平成18年３

月31日付けで、社会福祉法人紀ノ川寮に入所

している被保護者の生活保護費を、平成15年

４月分より平成18年２月までの分を搾取した

として、詐欺及び虚偽有印公文書作成、同行

使の罪で起訴され、平成18年４月28日に第１

回公判が開始されました。 

 搾取の方法は、窓口払いにより出納室から

現金を持ち出し、領収書を捏造し、出納室に

提出し、監査を通していました。 

 また、架空の支出をでっち上げ、施設名義

の銀行口座への振り込み等を行っていました。

ただし、支出証憑書等の資料が現在大阪地検

に押収されていますので、損害額については

確定できない状況であり、再三再四大阪地検

に対し、早急に押収している書類の返還を申

し出ておりますが、一部の部署の書類は返還

されておりますが、多くはいまだ返還されて

おらず、今後も引き続き返還の申し出を進め

てまいります。 

 次に、再発防止に向けましては、今回の詐

欺事件の実態解明を行うとともに、こうした

不祥事の再発防止策の検討及び組織の問題等

について調査検討を行うため、橋本市不祥事

問題調査検討委員会を設けました。 

 この委員会において、事件発生の実態解明

や再発防止及び業務等の改善策について検討

してまいっております。結果として、職員一

人ひとりがお互いに相互牽制による不正誤謬

の事前防止対策や地方公務員法のみならず、

あらゆる法令を遵守していかなければならな

いと考えております。 

 行政運営の透明性と市民の皆さまへの信頼

性の確保などに基づき対応を図ってまいりた

いと考えております。 

 既に一部の取り組みは実施いたしておりま

す。一つには、不正に押印された公印管理に

ついては、橋本市公印規則の一部改正を行い、

公印台帳作成を義務づけています。 

 また、現金による搾取の対応として、現金

の支払い部分は従来から口座振り込みの推進

を図っておりましたが、今後は口座振り込み

による取り扱いを基本として進めてまいりま

す。 

 同時に、綱紀の厳正保持及び服務規律の遵

守についても、橋本市職員不祥事問題検討委

員会委員長名で通達を出すとともに、これら

を新たに喚起して、職員の非違行為を未然に

防止し、市民の皆さまの信頼を回復・確保す

ることを目的として、職員が非違行為や全体

の奉仕者としてふさわしくない非行等を行っ

た場合における懲戒処分の指針もあわせて策

定いたします。 

 内容等につきましては、国及び県の懲戒処

分の指針を参考といたしまして現在策定を進

めており、公表していくことで未然防止する

とともに、懲戒処分がより一層厳正に行われ

るように対処してまいりたく考えております

ので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

〔市民部長（宮岡清文君）登壇〕 

○市民部長（宮岡清文君）ごみ行政について

のおただしですが、現在、橋本市衛生自治会

を通じて、生ごみ堆肥化事業や生ごみ処理機

の利用などにより、市民の皆さまにごみの減

量に積極的に取り組んでいただいております。 

 このような状況のもと、ごみの減量の成果

についてでございますが、ピーク時の平成13

年度のごみの総排出量と平成17年度の総排出

量を比較いたしますと、旧橋本地域では

約6.7％、旧高野口地域では約3.7％の減量と

なっております。 
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 また、年間一人当たりのごみの排出量につ

いてでございますが、平成17年度の実績で見

ますと、旧橋本地域の場合、一人当たり年

間369㎏であり、旧高野口地域の場合は365㎏

となっており、ほとんど差はないものと考え

ます。 

 今後も新市全域でごみの減量に努力してま

いりたいと考えますので、よろしくご理解の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（上田順康君）広域ごみ対策室長。 

〔広域ごみ対策室長（山本重男君）登壇〕 

○広域ごみ対策室長（山本重男君）松浦議員

のご質問にお答えいたします。 

 まず、環境影響調査についてでございます

が、この調査はあくまでも広域組合が事業主

体であり、管理者会及び組合議会の承認を得

て実施した業務であることをご理解いただき

たいと思います。 

 生活環境影響調査については、調査範囲の

考え方に相違があるようです。この件につい

て、広域組合からは、計画地の気象条件等を

勘案し、全国的なごみ処理施設の事例等を参

考にして調査範囲を設定したものであり、拡

散計算の結果からも適正なものであったと聞

いております。 

 なお、広域組合では、ごみ処理施設周辺地

区の環境調査を今回だけで終了するのではな

く、今後も継続して実施することにより、時

系的な環境変化を確認していくと聞いており

ます。 

 次に、平成21年稼働後の焼却場の炉の規模

については、現在広域組合で計画されている

ごみ処理施設の焼却炉の規模は１日101トン

であります。この算出根拠は、施設完成後に

最も焼却対象ごみ量がピークとなる平成21年

度の予測値をもとに計算されたものです。 

 この予測値から実稼働日、稼働率を旧厚生

省の基準によって考慮し、１日101トンの施設

規模が決定されております。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）伊都郡町村及

び橋本市児童福祉施設事務組合で運営する母

子生活支援施設わかくさの建て替え計画の推

移についてお答えいたします。 

 まず、平成16年２月の組合議会において建

て替えが決定され、用地買収を進めてまいり

ましたが、交渉が難航したため断念し、平成18

年２月開催の組合議会において、建設用地の

変更議案が承認されたことは、本年３月議会

の一般質問でお答えしたとおりでございます。 

 その後、４月の九度山町長選挙で岡本章氏

が当選され、前管理者奥野恒太郎氏は町長の

職を失ったことにより、同時に組合議員の職

を失い、かわって岡本町長が組合議員に就任

され、５月31日開催された組合全員協議会に

おいて、わかくさ建て替えについて再度審議

されました。 

 その結果、建て替えについては再考し、現

施設については大規模修繕で対応する。具体

的には、改善の必要な共同ぶろについては各

部屋のベランダを拡張し、ユニットバスを設

け、トイレについては和式から洋式に変更す

る。外壁の塗りかえや亀裂修復なども含めて

工事費を算出し、決裁を得る。 

 また、関係市町からの負担金の取り扱いな

どについては、今後改めて検討されることに

なりましたので、報告させていただきます。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君、再質問

ありますか。 

 13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）一つ一つ順番に再質問

させていただきます。 

 損害額は書類がないので出ていないという

ことですけども、それはやむを得ない点もあ
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ると思います。しかし処分がまだなされてい

ないということは、よく言われる自浄能力と

いう点で、書類がなければということで、あ

るいは裁判が終わっていなければ捜査の邪魔

になるというようなことで、なかなか手つか

ずだというのであれば、やっぱり自分たちは、

橋本市役所としてはどういう事実をつかんで、

どの事実のもとにこういうことをやったと。

それに対して、例えば当人はもう処罰されて

いますけれども、その上司あるいは上司の上

司、その辺のところの管理責任不行き届きと

いう点なんかでも、もう明らかになるんじゃ

ないんですか。その点について、何も処分さ

れていないということはあまりにも生ぬるい

んじゃないんですかね。 

 お答え願います。 

○議長（上田順康君）助役。 

○助役（清原雅代君）職員の処分について、

ただ今ご質問がございましたが、これにつき

ましては、委員会を立ち上げて、もう既に何

回か集まりまして検討しているところでござ

います。 

 市長からは、早急にその処分について実施

するようにということで言われておりますが、

この分については顧問弁護士とも相談しなが

ら、今、第１回目の公判が終わった段階で、

次、第２回目、本人からの陳述があるという

ふうにも聞いております。 

 こういったことも、その中を見極めた上で、

きちっとした処分をしていきたいと。いった

ん出してしまいましたら、また再度というか、

出し直しということはできませんので、そう

いったことも考慮しながら、できるだけ早い

時期に処分をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）しかし、例えば直接の

上司は、自分がどういう点で手抜かりがあっ

たから部下がこういうことをしたということ

ぐらいはわからないんですか。お互い、検討、

そんなことをしないんですか。何とか委員会

を立ち上げて、立ち上げて、先ほどもいっぱ

い何か委員会をつくるとか言うていますけど

も、そんなもんつくる前にやるべきこと、た

くさんあるの違いますかね。 

 きのうの話でも、理事が意識改革をやると、

それについては、北風と太陽の話を持ち出し

て、できたら太陽の暖かみでやっていきたい

とおっしゃいましたけれどもね、もう太陽の

暖かみって、ここ何十年かずっと浴びてきて

いるんじゃないですか。 

 やっぱり事と次第、問題によっては北風で

外套を吹き飛ばすぐらいの馬力のかかった処

分、あるいは懲戒ということも必要じゃない

ですか。あまりにも甘いと思いますよ。 

 簡潔にお願いします。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）13番 松浦議員の再質

問にお答えをしたいと思います。 

 大阪地検特捜部という50名の皆さんが入り

まして、相当な資料を全部押収されたと、関

係のね。これに鑑みまして、非常に責任の重

大さを感じておるわけでございます。 

 したがいまして、本人はもう既に処分は終

わっておるわけでございますが、私を含めて、

やはりきちっとした処分をしていかなければ

ならない。このことにつきましては、まず資

料が一応原則として、終わったよと、戻って

きたらその翌日でもできます。 

 しかし、助役から申し上げたように、まだ

再度何かが出てくるかわかりません。そのと

きにまた追加の処分をなんべんもするという

ことはいかがなものかなということでござい

ますもので、ご指摘がございましたから、１
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日も早く、できるだけきちっとした処分を責

任を持って行いたい、そういうことで私にお

任せをいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）そしたら、今の時点で、

直接の上司にどういう点が手抜かりがあった

かということぐらいは調べてあるんでしょう

ね。その点について説明してください。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）本人が大阪の拘置

所におるわけでございまして、その中で３度

ほど接見に行ってございます。 

 そういうことで、はじめの共同リースの部

分につきましては全然表へ出ていない部分で

ございますので、ぐるりの者につきましても、

全然どうもコメントのしようがないと。いつ

の段階で判が押されたということもわからな

いということで、本人はどうやったかという

ことを聞きに行ってございます。 

 それと、今さっきの処分の問題との、時期

との関連になりますけども、実はきょう２回

目の公判ということで、公判が開かれてござ

います。ということで、現在、橋本市から３

名の方が傍聴に行っております。 

 そういうことで、２回目の公判は本人の陳

述があるということで、その陳述を受けて、

処分の内容が変わるかもしれないということ

で、弁護士とも相談した中で、この２回目の

陳述が非常に重要ではないかということで、

処分を保留にしているような状態でございま

す。 

 と言いますのは、保護費の部分については、

接見しても、裁判に影響するということで本

人も陳述はされません。そういうことで、職

員についてはある程度、話は聞いておるわけ

でございますけど、本人の言い分というもの

も聞かなければ処分ができないということで、

きょうの第２回目の公判を待っているような

状態でございます。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）そしたら、その点につ

いて深追いはやめまして、意識改革という点

で、橋本市の懲戒処分の内容というのは現在

どのように整備されているんでしょうか。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）現在までも何十件

かの処分があったわけでございますけども、

その処分につきましては、橋本市職員の懲戒

の手続及び考課に関する条例とか、分限懲戒

審査委員会に関する規則、それから、それら

に基づきまして、戒告から減俸、それから停

職、免職という４種類の処分、それに処分の

対象になりませんけども、口頭注意と訓告が

ございます。そういうことで、市の内部組織

として分限調査委員会、そういう組織がござ

いますので、その中で審議をして、市長に上

申すると。市長から、そういう審査しなさい

という命を受けて、そこで審査して、市長に

上申して、市長の権限で処分をするというよ

うな状況で今まで来ております。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）今では、戒告・減俸・

停職・免職とありましたけれども、降格とい

うのはないんですか。そういう中には降格と

いうのはないんですか。 

 私はなぜこういうことを言うかといいます

と、懲戒処分について、どういう内容がある

かと。こういうことをして不始末をしたらこ

うなるでと、こういう処分があるでと、市役

所の職員、皆知らないんでしょう。明確にこ

ういう行為に対してはこれだと、そういうこ

とをきっちりやりながら、それを通していく

と。私情を挟まないで、きちっと秩序維持の

ためにやり抜くという、そういう姿勢がない
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ので、こういうあやふやな返答しか出てこな

いんじゃないですか。 

 ちょっと余談になりますけども、私、前に

ワタリをやったときに、市当局の幹部と話を

したんですよ。そしたら、僕は、全然、だれ

から見ても、あの人は仕事をしていないと言

われる人が頑張っている人とほぼ同じに上が

っていくのはおかしいと、こういう話をしま

したら、それは松浦さん、私も権限があった

ら、あしたの日にでも首を切りたいのが20人

や30人おりますよと、こういうことを僕に言

ったんですわ、当時の幹部が。 

 そういうきっちりした秩序維持のために、

明確な基準を設けて、懲戒処分をどんどんや

っていかんと、そういう人はなくなりません

よ。意識改革、そういう点で、これを特に強

調していきたいと思いますが、当局はどうで

すか。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）分限処分と懲戒処

分ということで分けさせていただきましたら、

分限処分というのが降格とかいうことになる

と思います。今まで分限処分はございません。

懲戒処分につきましては、既に免職からござ

います。 

 そういうことで、今さっきも助役が言って

いましたように、懲戒処分につきましても指

針というものをきちっとつくりまして、規則

だけじゃちょっとあやふやなので、指針とい

うことで、具体的に、どれぐらいやったらど

うやということを、飲酒運転したらどうやと

いうことも含めまして、そういうことで、抑

止力も含めてしていきたいということと、そ

れも年に１度公表していくような形で、決ま

っていませんけど、公表も含めて考えていき

たいというふうに考えてございます。 

 それから、分限処分、いわゆる降格とかそ

ういうものにつきましては、今回の人勧でも、

その成績主義を入れろということもあります。

仕事ができなかっても、その分限処分をして

いくということも含めまして、今後、それは

考えていくべきだと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）ありがとうございまし

た。 

 次に、一部事務組合の、２番に移らせてい

ただきます。わかくさの問題で。予算に関係

ありますので、私はその点から質問をさせて

いただきます。 

 去年の６月、私は、これは必要ないんじゃ

ないかと、建て替え必要ないんじゃないかと。

現場も見て、いろいろ説明を受けました。そ

の後で、建て替え必要ないんじゃないですか

と、私がここで質問しましたら、建て替えは

必要だというふうに答えられましたけど、そ

の内容をちょっと。どういう理由でこれは建

て替えるんだと。資料お持ちでないですか。

なかったら私読みますわ。 

 当施設は昭和54年に建築されましたが、長

年の使用のより、内壁、床の亀裂、外壁の剥

離、室内への雨漏りがあり、部屋が狭いこと

や、共同ぶろによる入浴時間の制約があり、

また、障害者の入所に対応するバリアフリー

化などから、平成16年２月開会の組合議会に

おいて建て替えが決定された。 

 この内容、何も説得力がないんですが、う

そだったんですか、これは。組合議会で、議

会として、本当に実質的な議論がなされてい

るのかどうか。組合議会としての体をなして

いない。 

 いや、これでね、例えばですよ、橋本市で

一部組合に５億6,000万円ほど出しているん

ですよ。そこへ行っている市長や助役がきち

んと言うべきことを言っていないから、九度

山の町長が、一月前に就任した人が、これで
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言うたら、よし、それを変えようというふう

になるんでしょう。そんなに安易に議会へ出

席されて、そのままフリーパスで通してしま

うようでは困るということであります。 

○議長（上田順康君）一部事務組合に関する

質問については、昨日の議会運営委員会にお

きましてお願いしてまいりましたが、特別地

方公共団体で、別法人であり、原則としては

質問する権限は及ばないとされております。

通告の範囲においては許可しておりますが、

実質的な質問はできないと解すべきであると

されておりますので、ご理解、議事運営にご

協力のほどよろしくお願いします。 

○13番（松浦健次君）それでは、今のほうで、

もうちょっとお願いします。やっぱり我々市

民の税金を使って一部組合が運営されていま

すので、税金の使途と、予算の使途という観

点から効率的な運用をしていただきたいとい

うことでお願いしているんです。これについ

て、組合議会に出席されておられる市長と助

役のご見解、簡単に何年もかかって議論され

ていることが、九度山町長の言うことで、そ

れで行くかと、すぐ建て替えやめになったと。

今までの何年もかかった議論は何だったのか

と。そこが問題にならないというのはおかし

いじゃないですか。 

○議長（上田順康君）暫時休憩いたします。 

（午後１時34分 休憩） 

                     

（午後２時７分 再開） 

○議長（上田順康君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）先ほどの分限処分

でございますけれども、答弁に誤りがありま

したので、訂正方おわびを申し上げます。 

 分限処分、旧橋本市の記録の残るところに

よりますと、３件ございます。１件は分限懲

戒で、２件は分限降格でございます。いずれ

も長期無断欠勤によるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）日程に従い一般質問を

行います。 

 13番 松浦君、休憩前に私が申し上げまし

た趣旨に基づき発言をしてください。 

 13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）わかくさの話ですけど

も、３年ぐらい前に建てると、いろんな建て

る必要性というのをお聞かせいただいて、ま

た、それに対する設計とか、いろんな極めて

大きな投資をされたと。にもかかわらず、今

回建てないと、大改修でやめるということに

なったそうでありますが、どういう理由でな

ったのか、お聞かせ願います。 

○議長（上田順康君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）理由というこ

とですけれども、かねてより一部事務組合で、

母子生活支援施設わかくさの建て替えについ

て審議され、新しく改築していくということ

が決定され、これまで進んできておりました。 

 その後、用地変更承認などの審議が行われ

ておりますけれども、さらに平成18年５月31

日の全員協議会で開催されて、改築問題が改

めて審議された結果、大規模修繕という方向

に大きな方向転換がされた。そういう経過に

ついて、一部事務組合の担当者から、私たち

説明を受けております。 

 大きく変更された理由については伺ってお

りません。今後、事務局のほうへただしてい

きたい、そう考えております。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）極めていろんな経過の

中での事実を見るときに不満はたくさんあり

ますけれども、次の質問に移ります。 

 ごみの話なんですけども、この広域のごみ

に関してはあまり市議会では取り上げるなと、
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先ほど厳しくくぎを刺されまして、取り上げ

ないようにいたしますので、参加しておられ

る市長はじめ助役、議員の方々、よろしく市

民の健康あるいは財政的な観点から適正な議

論と結論を導いていただきたいと思います。 

 ４番について伺います。ごみ行政について。 

 先ほど答弁いただいたんですけども、高野

口と橋本市の市民一人当たりのごみの量はほ

ぼ同じということですね。可燃ごみとあれは

分けてくれていないんですか。全部同じなん

ですか。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）総ごみ量で。はい、

統一でございます。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）それでは、橋本市では、

空き缶の回収、アルミ缶の回収、それから古

紙の回収というのを、職員あるいは委託業者

が集めていたんですけれども、これは今度は

業者がとってくれるようになりましたね。そ

の余った人員、あるいは菖蒲谷で週１回の可

燃ごみの回収、２回が１回になったというよ

うな点で、人員が余ってくると思うんです。

その余ってこられた人は、その分仕事してい

ないんですか。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）菖蒲谷の地区につ

きましては、特にごみの減量に理解を示して

おられまして、現在、可燃ごみの週２回の収

集を週１回という形の中でご協力をお願いし

ておるんですけれども、ただ菖蒲谷の可燃ご

みの収集につきましては、現在、委託業者の

ほうで収集をお願いしておりまして、その部

分について、週２回が１回になるということ

で、いくらかの時間が短縮になると、こうい

うことでございます。そのことにつきまして

は、減った部分につきましては、今現在、城

山台２丁目の収集を直営でやっておるんです

けども、減った部分をその部分を委託業者に

回っていただいておると、そういうことでご

協力をお願いしておると、こういうことでご

ざいます。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）そしたら、それと、先

ほどのアルミ缶の回収、古紙回収が大分、市

内であると思うんですけども、その分につい

て、業者がやっているということで、手の浮

いた分はどういうふうに調整されているんで

すか。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）空き缶類につきま

しては現在、集団回収に移行しておりまして、

特に今スチール缶とアルミ缶を分けないで、

旧橋本市の場合は集団回収でお願いしておる

んですけれども、特にこの間からも衛生自治

会の総会等がございまして、その中で、特に

今年度につきましては、区長方のご協力によ

りまして、目標といたしましてアルミ缶の分

別収集を、集団回収への移行という形の中で、

全地域にわたって100％を目指して、18年度に

つきましては各自治会でご協力をお願いする

という、そういう決議をいただいております。 

 現在は約55％ぐらいが、旧橋本地域ですけ

れども、実施済ということで、今後18年度

に100％に向けて目標設定していくと、こうい

うことで聞いております。 

 特にアルミ缶につきましては、市場価格等

の高騰によりまして非常に値がいいというこ

とで、現在キロ３円程度でしたか、補助金を

出しておるんですけれども、集団回収に移行

することによりまして、収集分が市のほうが

非常に助かるということで、この方向で進ん

でおります。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）質問に正面からお答え

いただいていないみたいですけども、集団回
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収になった分、直営で集めていた人手という

か、それが浮いてきた分をどういうふうに調

整されておるんですか。 

○議長（上田順康君）市民部長。 

○市民部長（宮岡清文君）ごみの集団回収等

によりまして、いろいろ経過等がございます

けれども、ご協力をお願いしておるんですけ

れども、その減った部分につきましては、例

えばペットボトルであるとか、いろいろ今ま

でに直営部分の分別回収のほうに職員体制を

回してきておると、こういう状況でございま

す。 

 今後につきましても、集団回収等、あるい

は減ったごみの量につきましては、これから

特に直営部分のほうで仕事が減ってくるわけ

ですけれども、その部分につきましては、今

現在、ごみの収集が多いとか、今後予想され

ますプラスチックの分別収集等に向けて、何

らかの形で試行的に分別収集できないかとか、

今後、その部分について検討してまいりたい

と、このように思っております。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）ありがとうございます。 

 そしたら、５番、最後のなれ合い政治と事

なかれ主義、場当たり先送り政治をなくする

ためのてんまつの報告ということなんですけ

ども、市長が県の措置状況というのを参考に

して、何らかの変更というか対策を講じてい

ただけるというお話でしたけども、措置状況

というのはどういう内容なんでしょうか。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）13番 松浦議員の再質

問にお答えをいたしたいと思います。 

 おただしの県議会での措置状況ということ

でございますけれども、一応県議会の事務局

にありまして、質問要旨、そして、それの答

弁要旨、それから結末の措置を加えましたと

いうこと、質問、答弁、最終措置、この措置

につきましては、最終の年末、年度末、その

ときに行い、６月議会の前に配付しておると

いうのが現状であります。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）措置というのは、やる

と言うたことについての答弁ですか、それと

も、検討をするまで入って、そこまで、どう

いう措置をしたということを回答しているん

でしょうか。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）ただ今のお尋ねであり

ますが、すべてが全部、簡潔型にはまいりま

せん。やはり内容の検討の時間も要りますし、

今後の課題であるとか、今後の検討、前向き

な検討をしてまいりたいとかということも含

んでございます。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）13番 松浦君。 

○13番（松浦健次君）確認させていただます。

措置ということは結局検討すると。どういう

ふうに検討して、どういう理由で今現在があ

るかということまで入っているということで

理解してよろしいですね。 

○市長（木下善之君）はい、結構です。 

○13番（松浦健次君）よろしくお願いします。 

 これで、議会と市当局とのいろんななれ合

いが少しでもなくなるような気がしますので、

ありがとうございます。 

 これで質問を終わります。 

○議長（上田順康君）これをもって、13番 松

浦君の一般質問は終わりました。 

  

 


